
 
問Ⅳ‐２‐③（役員の３分の１規定）  

 「他の同一の団体」には権利能力なき社団は含まれるのでしょうか、またそ

の範囲はどのように考えたらいいのでしょうか。 

答  

１ 「他の同一の団体」の対象となる団体は、法人格の有無を問わないため、

権利能力なき社団もこれに含まれます。 

 

２ この権利能力なき社団かどうかは、①団体としての組織をそなえ、②多数

決の原理が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、

④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として

の主要な点が確定している（参考：最判昭和 39 年 10 月 15 日）という基準に

該当するかどうかで判断されます。 

 

 

 
 
 


